
自民党新型コロナウイルス感染症対策本部訪日外国人観光客コロナ対策ＰＴ会議（11月 11日資料） 

外務省ホームページから抜粋 
 

短期滞在査証（ビザ）手続きチャート
外務省

日本国外の申請人 日本国内の招へい人

日本へ渡航する計画を立てる。 外国籍の方を日本に招く計画を立てる。

居住地最寄りの日本大使館／
総領事館等で申請する。

必要書類を準備する。

※必要書類は申請人の国籍，渡航目的等によって異なる。

・旅券
・査証申請書
・写真
・その他必要書類

・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・その他の必要書類

必要書類を申請人に送付する。

日本大使館／総領事館にて審査する。
（必要に応じて、日本大使館／総領事館等からの連絡を受け、
面接を受けたり追加書類を提出したりする。）

審査終了後、旅券を取りに行く。

査証発給 査証不発給

３ヶ月以内に
日本に入国

 


